
契約マネジメント
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１．なぜ契約が必要か？

社会における研究行為の責務を果たすため

科学者の責務

公正な研究

法令の遵守

・ヒ ト

・モ ノ

・カ ネ

・情 報

 研究の多様化、高度化、国際化に伴い、他研究機関の

研究者と共同研究する機会が増加している。

 産学連携を推進することにより、大学（本学）と企業

間でヒト・モノ・カネ・情報が移動することから、そ

れらを管理する必要がある。
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２．なぜ契約が重要か？

• 契約当事者が、契約内容についてお互いにはっきりと確認するため

• 締結した契約について、後でトラブルにならないように証拠として残しておくため

（後でトラブルになった際、その契約内容を確認できるようにしておくため）

そうすることにより、研究者、組織、大学の権利、名誉、ブランドを守ることができる。

• 事前に、研究機関の間で取り決めておくべきこと

実施内容、期間、組織、経費、研究成果の公表、知的財産権の帰属、特許出願、秘密の保

持、反社会勢力の排除、輸出管理、損害賠償、契約の有効期間 など
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３．契約の種類、本学の実績

種 類 内 容

(1)共同研究 大学、企業等学外機関と本学が共に対等な立場で研究を行う。

(2)受託研究
（特定臨床研究を含む）

大学、企業等学外機関からの委託により、研究経費または設備を受け入
れて、特定の研究課題について研究を行う。

(3)MTA
（成果有体物移転同意書）

成果有体物を提供又は受領するときに締結される同意書。

(4)業務委託 本学の業務の一部を外部の企業等に委託する。

(5)秘密保持 秘密情報を大学、企業等学外機関などの外部に渡す際に、情報を漏洩し
ないよう取引相手に約束させる。

(6)学術指導 大学、企業等学外機関から特定の課題について委託を受け、教育、研究、
技術上の専門的な知識に基づき指導、助言を行う。
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４．事務手続き

申請
先方機関との交渉

リーガルチェック
最終確認 学内決裁 公印を押印

 契約のながれ

 契約手続きに関するお問い合わせは、知財管理・産学連携・利益相反管理室

sangaku.bm@twmu.ac.jpまでご連絡ください。内線30144（総合研究棟１階）

 お願い

研究開始前までに契約手続きを済ませてください。（余裕をもって申請をお願いします）

倫理委員会への申請が必要な場合は、別途、手続きを進めてください。

契約書の内容は、研究者全員で共有してください。

申請～公印押印まで４～５ヶ月を要します。
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５．学内イントラ


